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株式会社シテイー・ロードの株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ 
 
 

当社は、本日 2026 年７月３日開催の取締役会において、株式会社シテイー・ロード（以下、「シテイー・ロード」といい

ます。）の株式の譲受けにより同社株式を取得（以下、「本株式取得」といいます。）し、当社を株式交換完全親会社、シテ

イー・ロードを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同日付で株

式譲渡契約及び株式交換契約を締結いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 

本株式交換につきましては、当社は会社法第 796条第２項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換

の手続により本株式交換を行う予定であります。また、シテイー・ロードの直前事業年度の末日における総資産の額が、当

社の直前事業年度の末日における純資産の額の 10％未満であり、かつ、シテイー・ロードの直前事業年度の売上高が、当

社の直前事業年度における売上高の３％未満である株式交換であるため、開示事項及び内容を一部省略しております。な

お、シテイー・ロードの資本金の額が当社の資本金の額の 10％以上であるため、シテイー・ロードは当社の特定子会社に

該当することとなります。 
 
１．本株式取得及び本株式交換の目的 

シテイー・ロードは、1991年創業、駅構内の柱看板・壁面・ポスターなどのセールスプロモーション、OOH（屋外広告・交通広告）、

街頭の独立看板・屋上看板・店舗看板などのサイン・ディスプレー、イベント・店舗の設計施工などを手掛け、35年以上にわたる業

歴に裏付けされたお客さまとの長期的・安定的なお取引をされている企業であります。 

当社企業グループは、クリエイティブサービスを事業とし、お客様が創造性（クリエイティブ）を表現するために必要である多様

なソリューションを提供するため、「クリエイティブをサポートする企業集団」として、幅広いビジネスを積極的に展開、推進して

おり、汎用的な一般情報用紙への印刷にとどまらずに、特殊素材・立体物への印刷に加え、多岐にわたる「カタチあるモノ」、例えば

ノベルティ・フィギュア・3Dプリンター造形など、またデジタルコンテンツなどのクリエイティブ提案を含めたソリューションの提

供を行っております。 

当社企業グループとシテイー・ロードは、本株式交換により、経営の意思決定のスピードアップが図られ、経営資源のより効率的

な活用が期待でき、機動的で効率的なサービスの提供・展開が可能となり、多様化するクリエイティブ需要に対して、同社の特色あ

る事業を継続させつつ、グループの多様なソリューションも取り入れ、お客さまに対してより付加価値の高い商品・サービスの提供

へと繋がることが期待でき、当社グループ各社においても、同社がグループ商材を活用することなどを通して、同社及び当社企業グ

ループ相互の企業価値の一層の向上を実現させることが可能となると判断したためであります。 
 
２．本株式取得の概要及び本株式交換の要旨 

(1)異動する子会社（シテイー・ロード）及び本株式交換当事会社の概要 

 株式交換完全親会社 株式交換完全子会社 
⑴ 名称 株式会社日本創発グループ 株式会社シテイー・ロード 
⑵ 本店所在地 東京都台東区上野三丁目24番６号 東京都千代田区外神田四丁目８番５号 
⑶ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤田 一郎 代表取締役社長 坂上 淳 

代表取締役専務 山根 正仁 
⑷ 事業内容 広告及びデザインに関する各種データの情報

処理、 出版物に関する企画・制作等を行う子
会社等の経営管理及びそれに附帯又は関連す
る業務 

広告代理業、鋼構造物工事業、内装仕上工
事業 

⑸ 資本金の額 100百万円  10百万円  

⑹ 設立年月日 2015年１月５日  1991年３月15日  
⑺ 発行済株式数 51,000,000株  20,000株 (注) 

⑻ 決算期 12月31日  12月31日  
⑼ 大株主及び持株比率 

 

株式会社ＴＫＯ 
日本創発グループ従業員持株会 
中田 久士 
林 基史 
仲田 広道 
井戸 剛 
藤田 一郎 
株式会社アイディーオー・コーポレーション 

竹井 泰弘 
飯島 浩司 

36.61％ 
7.37％ 
2.56％ 
2.11％ 
2.03％ 
1.81％ 
1.65％ 
1.42％ 
0.89％ 
0.84％ 

坂上 淳 
山根 正仁 
 

50.00％ 
50.00％ 

 



 

 

⑽ 当事会社間の関係 
 資本関係 記載すべき資本関係はありません。 
 人的関係 記載すべき人的関係はありません。 
 取引関係 記載すべき取引関係はありません。 
 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

⑾ 本株式交換の当事会社の直前事業年度３年間の財政状態及び経営成績 
  （単位：百万円） 

決算期 
当社（連結） 

（株式交換完全親会社） 
シテイー・ロード（単体） 
（株式交換完全子会社） 

2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期 
純資産 15,866 15,992 21,283 203 207 212 
総資産 75,552 75,103 85,058 282 256 255 
１株当たり純資産（円）(注) 307.67 329.85 437.98 10,168,511.65 10,386,232.70 10,649,032.75 
売上高 74,846 80,100 86,987 459 330 272 
営業利益又は営業損失(△) 3,463 4,351 3,010 16 △5 △15 
経常利益 3,993 4,198 3,201 15 5 6 
親会社株主に帰属する 
当期純利益(注) 

2,508 2,871 6,530 11 4 5 

１株当たり当期純利益（円）(注) 50.94 58.92 139.01 558,419.90 217,721.05 262,800.05 
（注） シテイー・ロードは、「当期純利益」の金額を表示しております。また、2026年５月21日付で普通株式１株につき1000

株の割合で株式分割を行い発行済株式数が20株から20,000株へ増加しておりますが、「１株当たり純資産」及び「１
株当たり当期純利益」は株式分割前の発行済株式数で算定した金額を表示しております。 

 
(2)本株式取得の相手先の概要 

⑴ 氏名及び住所 坂上 淳 さいたま市西区 
  山根 正仁 東京都中野区 
⑵ 上場会社と当該個人との関係 当該個人と当社との間に記載すべき資本関係、人的関係、取引関係等該当事項はありま

せん。また、関連当事者に該当する事項もありません。 
 
(3)本株式取得の取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

⑴ 取得前の所有株式数 
普通株式 － 株 
（議決権の数 － 個） 
（議決権所有割合 － ％） 

⑵ 取得株式数 
普通株式 5,000 株 
（議決権の数 5,000 個） 

⑶ 取得価額 (注)1 
普通株式 85 百万円 
アドバイザリー費用等 26 百万円 
合計 111 百万円 

⑷ 取得後の所有株式数 
所有株式数 5,000 株   
（議決権の数 5,000 個）   
（議決権所有割合 25.00 ％）   

(注) 取得価額につきましては、シテイー・ロードの純資産の額等を基礎として、財務の状況、資産の状況、将来の事業活動の
見通し等の要因を総合的に勘案して合理的に算定し、双方協議の上妥結した価額であります。 

 
(4)本株式取得の日程 

株式取得承認取締役会決議日（当社） 2026年 ７月 ３ 日 
株式譲渡契約締結日（当社及びシテイー・ロード） 2026年 ７月 ３ 日 
株式譲渡対価払込実行日 2026年 ７月 ３ 日 

 
(5)本株式交換の日程 

本株式交換契約承認取締役会及び取締役決定日（当社及びシテイー・ロード） 2026年 ７月 ３ 日 
本株式交換契約締結日（当社及びシテイー・ロード） 2026年 ７月 ３ 日 
本株式交換契約承認臨時株主総会（シテイー・ロード） 2026年 ９月 26 日（予定） 
本株式交換の効力発生日 2026年10月 ２ 日（予定） 
(注) 当社は、会社法第796条第２項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続により、シテイー・

ロードは、2026年９月26日開催予定の臨時株主総会において承認を得たうえで、本株式交換を行う予定であります。 
 
(6)本株式交換の方式 

当社を株式交換完全親会社、シテイー・ロードを株式交換完全子会社とする株式交換により行います。 
 
(7)本株式交換に係る割当ての内容 

会社名 
当社 

（株式交換完全親会社） 
シテイー・ロード 

（株式交換完全子会社） 
本株式交換に係る割当比率 1 26.16 
本株式交換により交付する株式数 当社普通株式：392,400株（予定） 

（注）本株式交換に係る割当比率及び交付する株式数 
シテイー・ロードの普通株式１株に対して当社の普通株式26.16株を割当交付いたします。ただし、当社が所有するシ

テイー・ロードの普通株式については割当交付を行いません。なお、当社が本株式交換により交付する普通株式は、当社
が保有する自己株式392,400株を充当する予定であり、新株式の発行は行わない予定であります。また、株式交換比率
は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社間の協議により変更することがあります。 

 
(8)本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

シテイー・ロードは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 



 

 

 
３．本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 

(1)割当ての内容の根拠及び理由 

当社は、本株式交換に用いられる株式交換比率の検討に際して、その公平性・妥当性を確保するため、独立した第三者算定機

関である株式会社ＦＹＤ（本店所在地：東京都品川区、代表者：杉山 真二郎、以下、「ＦＹＤ」といいます。）を選定のうえ、

本株式交換における株式交換比率の算定を依頼することといたしました。 

当社は、ＦＹＤによる本株式交換比率の算定結果を参考に、シテイー・ロードの財務の状況、資産の状況、将来の事業活動の

見通し等の要因を総合的に勘案し、当社及びシテイー・ロードとの間で株式交換比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、

最終的に前述２．(7)「本株式交換に係る割当ての内容」に記載の株式交換に係る割当比率が、ＦＹＤが算定した株式交換比率レ

ンジ内であり、両社の株主にとって不利益なものでなく、妥当であるとの判断に至り合意いたしました。 

なお、当該株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間の協議により変更することが

あります。 
 
(2)算定に関する事項 

当社については、当社は上場会社であり市場株価が存在していることを勘案し、市場株価法によるものとしております。な

お、2026年６月26日を基準日とし、東京証券取引所スタンダード市場における直前１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の当社終

値単純平均値を使用して算定を行っております。一方、シテイー・ロードについては、非上場会社であることを勘案し、修正簿

価純資産法を採用して算定を行っております。 

各評価手法の算定の結果に基づく当社普通株式１株当たりの株式価値を１とした場合の株式交換比率の評価レンジは、以下の

とおりであります。 
採用した評価手法 

株式交換比率の算定結果 
当社 シテイー・ロード 

市場株価法 修正簿価純資産法 22.44 ～ 29.94 
 
４．本株式交換後の状況 

株式交換完全親会社である当社において、本株式交換による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内

容、資本金の額及び決算期についての変更の予定はありません。また、純資産及び総資産の額については、現時点で確

定しておりません。 
 
５．今後の業績に与える影響 

本株式交換による 2026 年 12月期連結業績への影響等につきましては、みなし取得日を 2026 年 12月 31日としてい

るため、軽微であると判断しております。今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。 
 

以上 


